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告 示

栃 木 県 告 示 第 六 百 三 十 四 号

　 県 道 の 路 線 認 定 に 関 す る 告 示 （ 昭 和 三 十 六 年 栃 木 県 告 示 第 二 百 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 十 二 月 二 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 表 の 六 十 五 の 項 中 「 鹿 沼 石 橋 線 」 を 「 鹿 沼 下 野 線 」 に 改 め る 。

　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 告 示 第 六 百 三 十 五 号

　 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 県 道 の 路 線 を 廃 止 す る 。

　 そ の 関 係 図 面 は 、 栃 木 県 県 土 整 備 部 道 路 保 全 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 十 二 月 二 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

整 理

番 号 路 線 名

起 点

重 要 な 経 過 地 備 考

終 点



（978） 栃 木 県 公 報 第2541号平成25年12月20日　金曜日
一 〇 〇 石 橋 停 車 場 線

下 野 市 　 石 橋 停 車 場

一 般 国 道 四 号 交 点

（ 道 路 保 全 課 ）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第636号
　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次の森林について、保安林の指定を解除
する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　解除に係る保安林の所在場所
　　佐野市田之入町字大口964-４、字興聖寺966-４
２　保安林として指定された目的
　　水害の防備
３　解除の理由
　　指定理由の消滅
Ⅱ
１　解除に係る保安林の所在場所
　　佐野市御神楽町字悪戸138-３、141-６、146-４
２　保安林として指定された目的
　　水害の防備
３　解除の理由
　　指定理由の消滅
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第637号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次の保安林の指定施業要件を変更する予
定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２第１項の規定により告示する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定施業要件変更予定保安林の所在場所
　　益子町（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
　　公衆の保健
３　変更後の指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　益子町（次の図に示す部分に限る。）
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で
定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度
　　次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び益子町役場に備え置いて
縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────



（979）栃 木 県 公 報 第2541号平成25年12月20日　金曜日

栃木県告示第638号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 　 称 所 在 地

0960590032 株式会社ニチイ学館
代表取締役
齊藤　正俊

ニチイケアセンター
鹿沼訪問看護ステー
ション

鹿沼市上野町320番
地３高橋ビル１階
103号室

平成25年
12月１日

居宅療養管
理指導

0960590032 株式会社ニチイ学館
代表取締役
齊藤　正俊

ニチイケアセンター
鹿沼訪問看護ステー
ション

鹿沼市上野町320番
地３高橋ビル１階
103号室

平成25年
12月１日

訪問看護

0970202651 株式会社ユニバーサル
ベースグリーン
代表取締役
本宮　朋人

ヘルパーステーショ
ン凜

足利市大前町461番
地１ハピネス迎田
101

平成25年
12月１日

訪問介護

0970301545 荒川技研株式会社
代表取締役
荒川　昇士

荒川技研株式会社 栃木市川原田町1261
番地３

平成25年
12月１日

特定福祉用
具販売

0970301545 荒川技研株式会社
代表取締役
荒川　昇士

荒川技研株式会社 栃木市川原田町1261
番地３

平成25年
12月１日

福祉用具貸
与

0970301552 株式会社ヴァティー
代表取締役
佐藤　明

ケアステーションあ
さひ栃木薗部町

栃木市薗部町四丁目
１番49号

平成25年
12月１日

通所介護

0970401873 一般社団法人みかも高
齢者福祉支援センター
代表理事
小田　隆誠

ステップぱーとなー
佐野

佐野市富岡町1296番
地２

平成25年
12月１日

通所介護

0971301015 那須野が原きらり株式
会社
代表取締役
細井　教子

みんなの介護ふうり
ん館

那須塩原市下田野
448番地14

平成25年
12月１日

訪問介護

0971600424 特定非営利活動法人
あっとほーむ
理事長
秋山　健二

訪問介護ステーショ
ン陽だまり

下野市緑一丁目10番
地１サンセットモー
ル105号室

平成25年
12月１日

訪問介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第639号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を指定したので、同
法第85条の規定により次のとおり公示する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　



（980） 栃 木 県 公 報 第2541号平成25年12月20日　金曜日

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 　 称 所 在 地

0971301007 合同会社友里
代表社員
鈴木　里子

友里居宅介護支援事
業所

那須塩原市下永田四
丁目３番地

平成25年
12月１日

居宅介護支
援

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第640号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 　 称 所 在 地

0960590032 株式会社ニチイ学館
代表取締役
齊藤　正俊

ニチイケアセンター
鹿沼訪問看護ステー
ション

鹿沼市上野町320番
地３高橋ビル１階
103号室

平成25年
12月１日

介護予防居
宅療養管理
指導

0960590032 株式会社ニチイ学館
代表取締役
齊藤　正俊

ニチイケアセンター
鹿沼訪問看護ステー
ション

鹿沼市上野町320番
地３高橋ビル１階
103号室

平成25年
12月１日

介護予防訪
問看護

0970301545 荒川技研株式会社
代表取締役
荒川　昇士

荒川技研株式会社 栃木市川原田町1261
番地３

平成25年
12月１日

介護予防福
祉用具貸与

0970301545 荒川技研株式会社
代表取締役
荒川　昇士

荒川技研株式会社 栃木市川原田町1261
番地３

平成25年
12月１日

特定介護予
防福祉用具
販売

0970301552 株式会社ヴァティー
代表取締役
佐藤　明

ケアステーションあ
さひ栃木薗部町

栃木市薗部町四丁目
１番49号

平成25年
12月１日

介護予防通
所介護

0970401873 一般社団法人みかも高
齢者福祉支援センター
代表理事
小田　隆誠

ステップぱーとなー
佐野

佐野市富岡町1296番
地２

平成25年
12月１日

介護予防通
所介護

0971301015 那須野が原きらり株式
会社
代表取締役
細井　教子

みんなの介護ふうり
ん館

那須塩原市下田野
448番地14

平成25年
12月１日

介護予防訪
問介護

0971600424 特定非営利活動法人
あっとほーむ
理事長
秋山　健二

訪問介護ステーショ
ン陽だまり

下野市緑一丁目10番
地１サンセットモー
ル105号室

平成25年
12月１日

介護予防訪
問介護

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第641号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った者
の 名 称 調 査 区 域 成 果 の 名 称 認 証 年 月 日

宇都宮市 宇都宮市下田原町の一部 宇都宮市下田原町の一部（下田原Ⅲ地
区）の地籍図及び地籍簿

平成25年12月10日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第642号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成25年12月20日から平成26年１月20日まで一般
の縦覧に供する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　下野壬生線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

183

前Ａ 下野市笹原字海道向92-１から
下野市小金井字テシコ1813-７まで 12.4 ～ 22.0 530.0 Ａ及びＢは、

関係図面で表
示する敷地の
区分をいう。前Ｂ 下野市下大領字東林399-５から

下野市笹原字寺窪141-１まで 17.6 ～ 21.6 1,536.8

後 下野市笹原字海道向92-１から
下野市小金井字テシコ1813-７まで 12.4 ～ 22.0 530.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第643号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成25年12月20日から平成26年１月20日まで一般
の縦覧に供する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 408 号 宇都宮市氷室町4102-２から
宇都宮市上籠谷町4718まで 平成25年12月21日

65 主 要 地 方 道
鹿 沼 下 野 線

下野市下大領字東林399-５から
下野市笹原字寺窪141-１まで

平成25年12月21日
午後２時

183 一 般 県 道
下 野 壬 生 線

下野市笹原字寺窪158から
下野市小金井字テシコ1812-17まで 平成25年12月21日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────



（982） 栃 木 県 公 報 第2541号平成25年12月20日　金曜日

公 告
　　　○特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請
　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により次のとおり特定非営利活動法人の
定款の変更の認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により公告す
る。
　なお、当該申請に係る同項に規定する書類は、栃木県県民生活部県民文化課において縦覧に供する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

申請のあっ
た 年 月 日

特定非営利活
動法人の名称

代 表 者 の
氏 名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的 縦覧期限

平成25年
12月５日

特定非営利活
動法人塩谷町
旧熊ノ木小学
校管理組合

手塚　功 塩谷郡塩谷町大字熊ノ
木802番地

この法人は、塩谷地域内外
の人を対象として、地域の
資源や農山村の振興に関す
る事業を行い、あわせて自
然の営みと人々の暮らしが
調和する社会の実現に向け
た取組みを進め、次世代に
つながる魅力ある地域づく
りに寄与することを目的と
する。

平成26年
２月４日

（県民文化課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小
売店舗の変更に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を平
成26年１月20日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　とちぎコープ　おもちゃのまち店
　　下都賀郡壬生町至宝３丁目72-４外
２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

壬 生 町 意 見 な し

　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る県の意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小
売店舗の変更に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を平成26年
１月20日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　とちぎコープ　おもちゃのまち店
　　下都賀郡壬生町至宝３丁目72-４外
２　法第８条第４項の規定による意見の概要
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　　　意見なし
（経営支援課）　

　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

二 宮
土地改良区

理　事 星野　義治 真岡市沖825 25.６.21

〃 池田　京平 　〃　阿部品912 25.10.31

〃 池田　英世 　〃　　〃　960-１ 25.10.31

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

真岡市柳林885番１ 宇都宮市滝谷町６番14号 大 竹 崇 史
大 　 竹 　 真 由 美

真岡市久下田字太郎子1902番６ 真岡市久下田1902番地６ 石 　 﨑 　 二 美 夫
石 　 﨑 　 マ リ 子

真岡市寺内1263番２ 真岡市寺内834番地11 小 谷 広 史

真岡市粕田字鹿島前632番３
（開発行為に関する工事）
真岡市粕田字鹿島前632番３地先

宇都宮市西川田町966番地30レジデ
ンス北條Ａ棟103号

菊 池 和 博
菊 　 池 　 亜 沙 美

真岡市西田井3568番 真岡市西田井1861番地25 柴 山 　 渡

下野市川中子字原４番232 下野市祇園三丁目２番地３県営自治
医大前住宅２-21号

上 遠 野 　 和 　 子
上 遠 野 　 　 　 健

下都賀郡壬生町大字壬生甲字東原3743番３ 下都賀郡壬生町大字壬生甲3743番地
３

石 塚 　 弘

下都賀郡壬生町大字下稲葉字鹿島1553番１
の一部、1553番３の一部、1553番５の一部、
1553番６の一部

埼玉県さいたま市北区日進町一丁目
40番地７東官舎Ｃ-38

高 久 　 学

那須塩原市石林字中城下838番10、839番３ 那須塩原市本町７番26号 株 式 会 社 日 興

那須烏山市滝田字長田1772番１
（開発行為に関する工事）
那須烏山市滝田字小滝田943番１の一部、943
番２の一部

那須烏山市滝田1867番地３ 社会福祉法人敬愛会
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（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第67号
　平成25年12月２日現在における地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、第76条第
１項、第80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和
31年法律第162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１、当該総数の80万を超える
数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して
得た数、当該総数の40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して
得た数及び３分の１の数は、それぞれ次のとおりである。
　　平成25年12月20日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
１　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の50分の１の数
  32,548人
２　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に
６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数
  303,424人
３　県の議会の議員の宇都宮市・上三川町選挙区における選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の
１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数
  140,087人
４　県の議会の議員の各選挙区（宇都宮市・上三川町選挙区を除く。）における選挙権を有する者の総数の３
分の１の数
足 利 市 選 挙 区 41,868人
栃 木 市・ 岩 舟 町 選 挙 区 43,204人
佐 野 市 選 挙 区 33,468人
鹿 沼 市・ 西 方 町 選 挙 区 29,409人
日 光 市 選 挙 区 24,768人
小 山 市・ 野 木 町 選 挙 区 50,640人
真 岡 市 選 挙 区 21,185人
大 田 原 市 選 挙 区 19,983人
矢 板 市 選 挙 区 9,438人
那須塩原市・那須町選挙区 39,205人
さくら市・塩谷郡選挙区 23,518人
那須烏山市・那珂川町選挙区 13,349人
下 野 市 選 挙 区 16,077人
芳 賀 郡 選 挙 区 18,678人
下 都 賀 郡 北 部 選 挙 区 10,838人

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量
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ア　栃木県本庁舎で使用する電気　予定使用電力量　6,951,000キロワット時
イ　栃木県地方合同庁舎及び分庁舎で使用する電気　予定使用電力量　3,694,000キロワット時
⑵　購入物品の特質等　それぞれの入札説明書による。
⑶　納入期間　平成26年４月１日から平成27年３月31日まで
⑷　納入場所
ア　栃木県本庁舎
イ　栃木県河内庁舎外12庁舎（15施設）（詳細は、仕様書による。）

２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「Ｐその他のサービス」、小分
類「６その他」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成26年１月31日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得てい
る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者である
こと。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、供給期間の始期までに関東管内の
一般電気事業者が定める託送供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１-１-20
　　栃木県経営管理部管財課管理担当　電話 028-623-2075
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成25年12月20日から平成26年１月30日までの日（土曜日、日曜日、祝日、平成25年12月30日及び同月
31日並びに平成26年１月２日及び同月３日を除く。）の午前９時から午後５時まで⑴の場所において交付
する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　１の⑴のアの件名については、平成26年１月31日午後２時　栃木県本庁舎昭和館多目的室３に持参又
は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、入札書の受領期限は同月30日午後５時とし、書留郵便で⑴
の場所へ郵送すること。）
イ　１の⑴のイの件名については、平成26年１月31日午後２時30分　栃木県本庁舎昭和館多目的室３に持
参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、入札書の受領期限は同月30日午後５時とし、書留郵便
で⑴の場所へ郵送すること。）

⑷　入札方法　１の⑴の件名ごとに、それぞれ総価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の８に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす
る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、３の⑶の入札書の受領期限までに、２の⑷
に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
⑷　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑸　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で、
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最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹　手続における交渉の有無　無
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他
ア　平成26年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の変更等を行うこと
がある。
イ　詳細は、それぞれの入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
a)　Electric power for the Tochigi Prefectural Office building
　　Estimated amount of electric power to be used 6,951,000kWh
b)　Electric power for the Tochigi-ken Chiho godo chosha and bun chosha (Tochigi　Prefectural　
　　Government Office)
　　Estimated amount of electric power to be used 3,694,000kWh
⑵　Time and Date of bidding :
a)　2:00 p.m., January 31, 2014
b)　2:30 p.m., January 31, 2014
⑶　Information is available at:
　　Management Section
　　Property Management Division
　　Department of Administraiton and Management
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
　　TEL. 028-623-2075

（管財課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成25年12月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　栃木県立宇都宮高等学校外69校で使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　18,590,000キロワット時
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成26年４月１日から平成27年３月31日まで
⑷　納入場所　栃木県立宇都宮高等学校外69校（75施設）
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「Ｐその他のサービス」、小分
類「６その他のサービス」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成26年１月31日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得てい
る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者である
こと。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、供給期間の始期までに関東管内の
一般電気事業者が定める託送供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,900円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１-１-20
　　栃木県教育委員会事務局施設課財務担当　電話 028-623-3374
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　
　　平成25年12月20日から平成26年１月24日までの日（土曜日、日曜日、祝日、平成25年12月30日及び同月
31日並びに平成26年１月２日及び同月３日を除く。）の午前９時から午後５時まで⑴の場所において交付
する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限及び提出場所　平成26年１月31日午前11時　⑴の場所に提出すること。
　　ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月31日午前10時とし、書留郵便で⑴の場所
へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成26年１月31日午前11時　栃木県庁南庁舎２号館４階教育委員室
⑷　入札方法　１の⑴の件名で、総価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす
る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、封印した入札書に２の⑷に該当する者であ
ることを証する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。
⑷　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑸　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で、
最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成26年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の変更等を行うこと
がある。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　Electric power for the Tochigi Prefectural Utsunomiya Senior High School and 69 other senior 
　　high schools
　　Estimated amount of electric power to be used 18,590,000kWh
⑵　Time and Date of bidding :
　　11:00 a.m., January 31, 2014
⑶　Information is available at:
　　Financial Affairs and Facilities Division
　　Tochigi Prefectural Board of Education
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
　　TEL. 028-623-3374

（教育委員会事務局施設課）　
　───────────────────────────────────────────────


